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「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改訂に関するお知らせ 

  

 

当社は、平成 23年 3月 18 日の取締役会において、平成 23年 4月１日をもって、「内部統制システム

の整備に関する基本方針」を下記のとおり一部改訂することを決議いたしましたのでお知らせいたしま

す。なお、改訂箇所につきましては下線で示しております。 

 

 

記 

 

内部統制システムの整備に関する基本方針 

 

 当社は、当社が果たすべき社会的責任を遂行する上で、有効な内部統制システムが不可欠であると認

識し、内部統制システムの構築・運用を最重要課題と位置付け、以下の体制を整備するものとする。 

 

１. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１）当社は、当社を取り巻くステークホルダーとの良好な関係の構築を常に意識し、社会から信頼さ

れ、必要とされる企業として持続的に成長していくために、株主総会、取締役（会）、監査役（会）

および会計監査人からなる、適正なコーポレートガバナンスの確立を目指すものとする。 

（２）当社では、取締役会を定期的に開催し、経営上の重要事項の審議および業務報告等を行う。 

また、重要事項の審議にあたっては、代表取締役の諮問機関である経営審議会を機動的に開催し、

適法性、効率性の観点から事前に十分に検討する。 

（３）代表取締役社長を委員長とするＣＳＲ委員会のもと、総務部担当取締役を委員長とするリスク・

コンプライアンス委員会において、社内におけるコンプライアンスプログラムを策定し、推進す

る。 

（４）監査役は前述の委員会を含む、社内の重要会議に出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、必

要に応じ助言・勧告を行う。 

（５）経営上の重要なテーマについては、適宜委員会等を組織し、適正かつ効率的に取り組む。 

 

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（１）各種議事録、稟議書等取締役の職務の執行に係る文書については、「文書管理規程」に基づき作

成し、管理する。 

（２）取締役、監査役、内部監査部門はこれらの文書を必要に応じ、閲覧することができる。 

 

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）会社の損失の危険に関しての基本方針を「リスク管理規程」として定める。 

（２）会社の各種リスクを横断的に統括・管理する組織体制を構築する。 

（３）その他災害、財務、法務、品質等、各種リスクに応じて規程を整備し、管理体制を構築する。 

 

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１）経営計画の策定、予算制度、組織の整備、人事制度、その他コンピュータシステムの活用等を通



じて経営の効率的な管理に努める。 

（２）職務権限規程、稟議規程等において、職務の分掌と権限の付与について整備する。 

（３）内部監査部門による監査を通じて業務の状況を把握し、必要に応じて改善を図る。 

 

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１）代表取締役社長を委員長とするＣＳＲ委員会のもと、総務部担当取締役を委員長とするリスク・

コンプライアンス委員会のもとに、倫理行動基準の制定、規程・マニュアルの整備、従業員への

教育・啓蒙活動等、コンプライアンスプログラムの推進を図る。 

（２）内部通報制度として、インクス・ヘルプラインを設置する。 

（３）コンプライアンスに関する専任部署を設置し、日常のコンプライアンスリスクの低減に努める。 

 

６．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（１）内部統制システムの整備に関する当社の諸施策をグループ全体で実行させるべく、関係会社の管

理に関する規程を整備し、運用する。 

（２）役職員の派遣、内部監査の実施等を通じてグループ会社間の適切な情報伝達体制を構築する。 

 

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制 

（１）監査役は、効率的な監査の実施を目的として、内部監査部門等と緊密な連係を保ち、また必要に

応じて内部監査部門等に対し調査を求めることができる。 

（２）監査役から監査役スタッフの配置を求められた場合は、監査役と協議の上、監査役の職務執行に

必要な人員を確保するよう努める。 

 

８．前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

（１）監査役の求めに応じて内部監査部門等が実施する調査については、取締役の指揮命令を受けない

ものとする。 

（２）監査役スタッフを配置した場合の当該スタッフの異動、人事評価、懲戒等については、事前に監

査役の承諾を得た上で実施する。 

 

９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項 

（１）監査役は社内の重要会議に出席すると共に、職務の必要に応じて取締役、使用人からいつでも意

見の聴取をすることができる。 

（２）次の事項については、取締役・使用人は速やかに監査役へ報告しなければならない。 

  ①当社または当社グループに著しい損害を生じるおそれのある事項 

  ②その他あらかじめ監査役と協議して定めた事項 

 

１０．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（１）監査役と代表取締役との間で定期的な会合を開催し、必要な意見交換を行うものとする。 

 

１１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

（１）当社は、「サカタインクス株式会社 倫理行動基準」に基づき、反社会的な勢力や不当な圧力に対

しては、安易に屈することなく毅然と対応し、また、反社会的勢力等からの不当な要求を決して

受け入れずこれを排除する。さらに、外部の専門機関と連携の上、反社会的勢力に関する情報の

収集を行い、組織的に対応する。 

 

 

                                     

以 上 

 

 

 

 

 


